
契 約 書（案） 

 

 支出負担行為担当官 大阪管区気象台長 束田 進也（以下「発注者」という。）は、 

○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○（以下「受注者」という｡） と、徳島地方気象

台他１施設で使用する電気の需給について下記条項により契約を締結する。 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。 

 

（契約の目的） 

第２条 受注者は、仕様書に基づき業務を行うものとする。 

 

（需要場所及び期間） 

第３条 受注者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。 

場 所 徳島地方気象台 徳島県徳島市大和町２－３－３６ 

    室戸岬特別地域気象観測所 高知県室戸市室戸岬町４０１７ 

期 間 令和８年５月検針日から令和９年５月検針日の前日まで 

 

（契約金額） 

第４条 契約金額は次のとおりとし、消費税及び地方消費税額を含むものとする。 

（１）低圧電力 

基本料金単価     〇〇〇〇〇円／キロワット・月 

電力量料金単価 

夏季    〇〇〇〇〇円／キロワット時 

その他季  〇〇〇〇〇円／キロワット時 

  （２）従量電灯Ｂ 

基本料金単価     〇〇〇〇〇円／ｋＶＡ・月 

電力量料金単価 

最初の〇〇〇キロワット時まで          〇〇〇〇〇円／キロワット時 

〇〇キロワット時を超え〇〇キロワット時まで  〇〇〇〇〇円／キロワット時 

〇〇キロワット時超              〇〇〇〇〇円／キロワット時 

 

夏季とは、７月１日から９月３０日までとする。 

その他季とは、５月１日から６月３０日まで及び１０月１日から４月３０日まで



とする。 

２ 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２８

条第１項及び第２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及

び第７２条の８３の規定に基づき算出した額とする。 

３ 受注者の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、受注者の

定める「電気需給約款」による。 

 

（契約保証金） 

第５条 発注者は、この契約の保証金を免除するものとする。 

 

（再委任等の禁止） 

第６条 受注者は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書

面により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第７条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を発注者の

承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証

協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の４に規定す

る金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 

２ 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による

弁済の効力は、発注者が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場

合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令（昭和５５年政令第２２号）

第５条第１項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じ

るものとする。 

 

（使用電力量の増減） 

第８条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 

 

（契約電力） 

第９条 仕様書に記載された電力とする。 

 

（検針及び検査） 

第１０条 受注者は、毎月使用電力量を算定し発注者の指定する職員の検査を受けなけれ

ばならない。 

２ 検針日は受注者の定める日とする。 



 

（料金の算定） 

第１１条 料金の算定は１月（前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいう。）

ごとに、その使用電力量等により行う。 

 

（料金の請求及び支払） 

第１２条 受注者は、第１０条第１項に定めた検査終了後、当該月における使用電力量に

第４条第１項に定める契約金額（電力量料金単価）を乗じて得た額（ただし、燃料費等調

整額、及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づ

く賦課金を加えた額又は差引した額とする。）と契約電力に第４条第１項で定める契約金

額（基本料金単価）を乗じて得た額（ただし、力率割引割増を行う場合は、力率割引割増

して得た額とする。）を合計した額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は、これを

切捨てた金額とする。）を１月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法

な請求書を受理した日から３０日（以下「約定期間」という。）以内に支払わなければな

らない。 

２ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金

は、受注者が定める電気供給条件（低圧）による。 

３ 燃料費等調整額は、受注者が公表している約款により算定する。ただし当該地域を管

轄するみなし小売電気事業者の電気特定小売供給約款による燃料費等調整額を上回らな

いこと。 

 

（支払遅延利息） 

第１３条 発注者は、第１２条の約定期間内に契約金額を受注者に支払わない場合は、約

定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契

約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて

計算した金額を遅延利息として受注者に支払わなければならない。ただし、約定期間内

に支払わないことが、天災地変等発注者の責に帰すことのできない事由によるときは、

当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。 

 

（契約の解除） 

第１４条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を

解除することができる。 

一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明ら

かに認められるとき。 

二 正当な事由により解約を申し出たとき。 



三 本契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったと

き。 

四 前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達する

ことができないと明らかに認められるとき。 

２ 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなく

この契約を解除することができる。 

一  法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者

をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき 

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

３ 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場

合は、催告することなくこの契約を解除することができる。 

一 暴力的な要求行為 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

四 偽計又は威力を用いて発注者等の業務を妨害する行為 

五 その他前各号に準ずる行為 

 

（再受任者等に関する契約解除） 

第１５条 受注者は、契約後に再受任者等（再受任者及び共同事業実施協力者並びに受注

者、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契

約の相手方をいう。以下同じ。）が第１４条第２項及び第３項の一に該当する者（以下「解

除対象者」という。）であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解

除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 発注者は、受注者又は再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若し



くは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して

当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるため

の措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 

 

（違約金等） 

第１６条 天災その他不可抗力の原因又は第１４条第１項第２号の規定によらないで受注

者の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、受注者は、当該日から契約期

間満了までに係る予定使用電力量に第４条第１項に定める契約金額（電力量料金単価）

を乗じて得た額と契約電力に契約金額（基本料金単価）を乗じて得た額の合計額の１０

分の１に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 

２ 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に

基づき、年間の予定使用電力量に第４条第１項に定める契約金額（電力量料金単価）を

乗じて得た金額と契約電力に契約金額（基本料金単価）を乗じて得た額の合計額から第

４条第２項で定める消費税及び地方消費税額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合

は、これを切捨てた金額とする。）を減じた額（この契約締結後、契約額の変更があった

場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定す

る期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は

受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反した

ことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占

禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令

（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該

納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者

等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをい

い、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定し

た場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい

う。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反

する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る

事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したと



きは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期

間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引

分野に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは

第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

３ 受注者が前二項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３%の割合で計算した額

の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第１７条 発注者は、第１４条第２項、第３項又は第１５条第２項の規定によりこの契約

を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償する

ことは要しない。 

２ 受注者は、発注者が第１４条第２項、第３項又は第１５条第２項の規定によりこの契

約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものと

する。 

３ 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることがで

きる。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第１８条 受注者は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ

うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとと

もに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上

必要な協力を行うものとする。 

 

（秘密の保全） 

第１９条 受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第

三者に漏らしてはならない。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第２０条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じた

ときは、発注者受注者協議の上、解決するものとする。 

 



 

上記契約の締結を証するため、この証書２通を作成し、双方記名捺印の上各自１通を 

保有するものとする。 

 

 

 

令和 年 月 日 

 

 

 

発注者    大阪府大阪市中央区大手前４丁目１番７６号 

支出負担行為担当官 

大阪管区気象台長   束田 進也  印 

 

 

受注者     ○○県○○市○－〇－〇 

株式会社○○○○ 

代表取締役 ○○○○         印 

                

     

 

 

 

 

 


